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一
般
住
民
講
座

講
座
名　

初
心
者
の
た
め
の
エ
ク
セ

ル
２
０
１
９

日
程　

７
月
８
日
㈭
〜
８
月
５
日
㈭

（
火
・
木
曜
日
／
８
日
間
／
７
月
22
日

㈭
を
除
く
）

時
間　

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

場
所　

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
空

知対
象　

文
字
入
力
、
マ
ウ
ス
操
作
が

で
き
る
方

定
員　

12
人（
６
人
未
満
は
中
止
）

受
講
料　

１
３
、５
０
０
円

申
込
期
限　

６
月
28
日
㈪

申
込
方
法　

電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い（
平
日
９
時
〜
17
時
30
分
）。

問
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
空
知
℡

24
―
１
８
８
０

令
和
３
年
成
人
式
の
再
延
期

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り
今
年
１
月
の
成
人
式
を
８
月
14

日
に
延
期
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

全
道
・
全
国
の
感
染
状
況
や
市
内
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
状
況
を
踏
ま
え
、

令
和
３
年
成
人
式
を
再
延
期
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
準
備
を
さ
れ
て
い

た
新
成
人
や
ご
家
族
、
関
係
者
の
皆

さ
ま
に
は
大
変
な
ご
迷
惑
を
お
か
け

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
新
成
人

に
と
っ
て
は
大
切
な
日
と
捉
え
、
中

止
の
判
断
は
見
送
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
何
と
ぞ
ご
理
解
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

再
延
期
日　

令
和
４
年
１
月
８
日
㈯

※
式
の
構
成
に
応
じ
て
開
催
時
間
を

決
定
し
ま
す
が
、
14
時
以
前
に
な
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
者　

平
成
12
年
４
月
２
日
〜
平

成
13
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

※
開
催
時
間
・
場
所
・
開
催
内
容
等

は
今
後
の
感
染
状
況
を
踏
ま
え
て
決

定
す
る
予
定
で
す
。

　

開
催
案
内
に
つ
い
て
は
、
対
象
者

に
11
月
下
旬
を
め
ど
に
改
め
て
文
書

を
送
付
す
る
ほ
か
広
報
紙
や
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

■
令
和
４
年
成
人
式

■
令
和
４
年
成
人
式

日
時　

令
和
４
年
１
月
９
日
㈰

対
象
者　

平
成
13
年
４
月
２
日
〜
平

成
14
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

※
詳
細
な
情
報
は
改
め
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
社
会
教
育
課
℡
28
―
８
０
４
６

消
防
に
関
す
る
試
験
・
講
習
会

①
普
通
救
命
講
習
会

①
普
通
救
命
講
習
会

日
時　

６
月
26
日
㈯　

13
時
〜
16
時

場
所　

消
防
本
部

内
容　

心
肺
蘇
生
法（
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使

用
法
含
む
）

定
員　

10
人

申
込
方
法　

滝
川
消
防
署
ま
た
は
江

竜
支
署
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
講
習
修
了
者
に
は「
普
通
救
命
講

習
修
了
証
」を
交
付
し
ま
す
。

②
危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

②
危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

講
習
日　

７
月
５
日
㈪
〜
８
日
㈭

場
所　

消
防
本
部

申
込
期
限　

６
月
28
日
㈪

※
受
講
申
請
用
紙
は
、
滝
川
消
防
署

と
江
竜
支
署
に
あ
り
ま
す
。

③
危
険
物
取
扱
者
試
験

③
危
険
物
取
扱
者
試
験

試
験
日　

７
月
18
日
㈰

試
験
の
種
類　

1
甲
種
、
乙
種（
第

１
〜
６
類
）、
丙
種　

2
乙
種（
第
１

〜
６
類
）、
丙
種

試
験
地　

1
札
幌
市　

2
滝
川
市
、

留
萌
市
ほ
か

願
書
受
付
期
間　

書
面
申
請
＝
６
月

11
日
㈮
〜
18
日
㈮
、
電
子
申
請
＝
６

月
８
日
㈫
〜
15
日
㈫

問
①
②
滝
川
消
防
署
警
防
課
℡
74
―

４
８
２
３
、
③
滝
川
消
防
署
予
防
課

℡
23
―
１
２
５
２
、
①
②
③
江
竜
支

署
℡
75
―
３
１
１
９

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
催
し

①
土
曜
日
開
放

①
土
曜
日
開
放

　

開
放
時
間
内
の
好
き
な
時
間
に
き

て
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　

1
６
月
５
日
㈯
、
19
日
㈯　

2 

６
月
12
日
㈯
、
26
日
㈯　

各
日
９

※
生
後
３
か
月
以
上
の
託
児
あ
り
。

【
共
通
事
項
】

【
共
通
事
項
】

対
象　

０
歳
〜
就
学
前
幼
児
と
保
護

者問
一
の
坂
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
℡
24
―
２
８
５
０

滝
の
川
市
民
プ
ー
ル
オ
ー
プ
ン

開
設
期
間　

７
月
１
日
㈭
〜
８
月
31

日
㈫

利
用
時
間　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

夏
休
み
期
間
＝
10
時
〜
18
時　

夏
休

み
期
間
以
外
の
平
日
＝
13
時
〜
18
時

休
館
日　

毎
週
月
曜
日
、
８
月
14
日

㈯使
用
料　

中
学
生
以
下
無
料
、
高
校

生
以
上
２
６
０
円

※
天
候（
気
温
）な
ど
の
状
況
に
よ
り
、

開
設
期
間
お
よ
び
利
用
時
間
を
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
℡
23
―
４

６
１
７

健
康
運
動
教
室（
ス
ト
レ
ッ
チ

ポ
ー
ル
・
楽
し
く
ス
ト
レ
ッ

チ
ー
ズ
・
シ
ニ
ア
元
気
体
操
）

　

ス
ト
レ
ッ
チ
ポ
ー
ル
・
ス
ト
レ
ッ

チ
ー
ズ（
伸
縮
性
の
あ
る
特
殊
な
布
）・

バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル
な
ど
を
利
用
し
、

肩
こ
り
・
腰
痛
予
防
、
姿
勢
改
善
や

ウ
エ
ス
ト
の
引
き
締
め
、骨
盤
底
筋

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
転
倒
予
防
、
脳

ト
レ
を
含
め
た
ゲ
ー
ム
な
ど
を
楽
し

く
行
う
教
室
で
す
。

コース 日程 時間

①ストレッチポール

６月４日㈮
11日㈮
18日㈮
25日㈮

10時30分～
11時10分

②ストレッチポール
自重トレーニング

６月12日㈯
26日㈯

10時30分～
11時30分

③楽しく
　ストレッチーズ

６月９日㈬
19日㈯
23日㈬

④シニア元気体操 ６月24日㈭
29日㈫

場
所　

滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

第
１
体
育
館　

会
議
室

対
象　

①
〜
③
18
歳
以
上　

④
60
歳

以
上

定
員　

各
回
10
人

受
講
料（
１
回
当
た
り
）　

①
各
３
０

０
円　

②
〜
④
各
５
０
０
円

※
受
講
料
は
当
日
に
徴
収
し
ま
す
。

申
込
方
法　

開
催
日
前
日
ま
で
に
、

窓
口
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い（
火
〜
土
曜
日
９
時
〜
17
時

／
祝
日
を
除
く
）。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
℡
23
―
４

６
１
７

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

　

計
量
法
に
基
づ
く
有
効
期
限
が
満

了
に
な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替

え
を
行
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
各
事

業
所
、
ご
家
庭
に
は
事
前
に
文
書
で

連
絡
し
ま
す
。

　

取
り
替
え
期
間
は
、
６
月
下
旬
か

ら
10
月
下
旬
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
家
屋
の
改
造
や
取
り
壊
し

な
ど
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
水
道

企
業
団
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
℡
53
―

３
８
４
０

市
・
道
民
税
の

納
税
通
知
書
の
発
送

　

令
和
３
年
度
市
・
道
民
税
の
納
税

通
知
書
を
６
月
11
日
㈮
に
発
送
し
ま

す
。
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で
滝

川
市
に
居
住
し
て
い
る
方
の
、
令
和

２
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
ま
で
の

所
得
に
対
す
る
市
・
道
民
税
で
す
。

　

毎
月
の
給
料
か
ら
市
・
道
民
税
を

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

有料広告

時
〜
16
時

場
所　

1
一
の
坂
地
域
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー　

2
花
月
地
域
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー

②
に
こ
に
こ
ラ
ン
チ

②
に
こ
に
こ
ラ
ン
チ

　

各
自
で
持
参
し
た
お
弁
当
を
み
ん

な
で
食
べ
な
が
ら
交
流
し
ま
す
。

　

育
児
相
談
や
栄
養
相
談
も
行
い
ま

す
。

日
時　

1
６
月
８
日
㈫　

2 

６
月
22

日
㈫　

各
日
12
時
〜
13
時

場
所　

1
花
月
地
域
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー　

2
一
の
坂
地
域
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー

申
込
方
法　

問
合
先
へ
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い（
要
予
約
）。

③
地
域
訪
問「
み
ん
な
あ
〜
つ
ま
れ
」

③
地
域
訪
問「
み
ん
な
あ
〜
つ
ま
れ
」

　

音
楽
に
合
わ
せ
て
親
子
で
体
を
動

か
し
ま
す
。

日
時　

６
月
16
日
㈬　

９
時
45
分
〜

11
時
30
分

場
所　

緑
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

④
子
育
て
講
座「
子
ど
も
の
病
気
と

④
子
育
て
講
座「
子
ど
も
の
病
気
と

ケ
ガ
」

ケ
ガ
」

日
時　

６
月
23
日
㈬　

10
時
〜
11
時

場
所　

花
月
地
区
児
童
セ
ン
タ
ー

内
容　

子
ど
も
が
か
か
り
や
す
い
病

気
や
け
が
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

定
員　

10
人

※
申
し
込
み
多
数
時
は
抽
選
。

申
込
期
限　

６
月
15
日
㈫

申
込
方
法　

問
合
先
へ
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い（
要
予
約
）。

特
別
徴
収（
引
き
去
り
）さ
れ
て
い
る

方
の「
令
和
３
年
度
市
・
道
民
税
特

別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
」は
５

月
13
日
㈭
に
各
事
業
所
に
発
送
し
て

い
ま
す
の
で
、
勤
務
先
で
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
確
定
申
告
期
限
の
延
長

に
伴
い
、
延
長
期
間
内
に
申
告
し
た

場
合
は
、
納
税
通
知
書
に
最
新
の
内

容
を
反
映
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

男
女
共
同
参
画
週
間

【
６
月
23
日
㈬
〜
29
日
㈫
】

『
女
だ
か
ら
、男
だ
か
ら
、で
は
な
く
、

『
女
だ
か
ら
、男
だ
か
ら
、で
は
な
く
、

私
だ
か
ら
、
の
時
代
へ
。』

私
だ
か
ら
、
の
時
代
へ
。』

　

誰
も
が
、
職
場
で
、
学
校
で
、
地

域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
、
そ
れ

が「
男
女
共
同
参
画
社
会
」で
す
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
お
互
い
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
こ

の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２

空
き
地
の
除
草
をお

願
い
し
ま
す

　

快
適
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
環
境

を
つ
く
り
、
周
辺
住
民
に
迷
惑
を
及

ぼ
さ
な
い
た
め
に
、
市
内
に
空
き
地

を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
年
２
回
程

度
の
除
草
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

管
理
を
怠
る
こ
と
は
雑
草
の
繁
茂

や
樹
木
の
自
生
に
つ
な
が
り
、
近
隣

の
方
に
不
快
感
を
与
え
る
だ
け
で
は

な
く
、
病
害
虫
が
発
生
す
る
原
因
に

も
な
り
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

適
正
な
空
き
家
の
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

　

生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に

空
き
家
や
倉
庫
等
は
、
所
有
者
な
ど

の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
管
理
す
る

こ
と
が
法
律
や
条
例
で
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

市
は
管
理
が
適
正
で
は
な
い
所
有

者
な
ど
に
対
し
て
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
指
導
、
助
言
、
勧
告
、

命
令
し
、
正
当
な
理
由
な
く
命
令
に

従
わ
な
い
と
き
は
、
氏
名
な
ど
の
公

表
お
よ
び
行
政
処
分
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

建
物
の
状
態
に
応
じ
て
解
体
、
撤

去
、
修
繕
を
す
る
な
ど
、
適
正
な
管

理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

墓
地
の
ご
み
は

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

　

市
の
管
理
墓
地
に
は
、「
ご
み
か
ご
」

な
ど
の
集
積
場
所
を
設
置
し
て
い
ま

せ
ん
。

　

お
墓
参
り
・
清
掃
時
の
ご
み
は
お

持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３


